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東北管内耕作放棄地等情報ネットワーク説明会の開催について 

 

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 平成 21 年 12 月に施行された「改正農地法等」では、農地の有効利用を促進する
観点から①農地の権利を有する者の責務の明確化、②耕作放棄地対策の強化、③農地

を利用する者の確保・拡大等の措置が強化されるとともに、農林水産省においては、

平成 21年度より耕作放棄地再生利用緊急対策を措置し、耕作放棄地の解消に向けた
再生利用の取組に対する支援を実施しているところです。 
 しかしながら、これらの情報を発信する手段・ルートが限られており、まだまだ情

報の浸透が図られていない状況を踏まえ、今般、農林水産省においては、担い手農家

や新規就農者、農業生産法人、新規参入法人等、農地の耕作者（引き受け手）を対象

とした説明会を開催し、対策に係る情報発信を推進していくこととしています。 
つきましては、貴会会員企業において、今後の活動の参考にしていただけるよう周

知方よろしくお願い申し上げます。 
 
  








